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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

  平成21年６月24日に提出した平成20年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）有価証券報告書の記載事項

の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

　

　

　

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第５  経理の状況

１　連結財務諸表等

(１）連結財務諸表

   連結財務諸表に対する注記事項

    23.リース取引

　

　

　

３【訂正箇所】
    訂正箇所は＿線を付して表示しております。

　

　

第一部【企業情報】

第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

 連結財務諸表に対する注記事項

    23.リース取引

　

（訂正前）　

　賃貸人としてのリース取引

　    <略>

賃借人としてのリース取引

　　<略>

 当連結会計年度末において、解約不能なリース契約に基づき発生する将来の最低支払リース料は以下の通りです。なお、

解約不能な転貸リースに係る将来最小受取リース料23,442百万円は控除されておりません。

 
当連結会計年度末
（百万円）

　

平成21年度 33,917 　

平成22年度 88,778 　

平成23年度 17,543 　

平成24年度 14,934 　

平成25年度 13,013 　

平成26年度以降 74,672 　

            合計 242,857 　
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（訂正後）　

賃貸人としてのリース取引

　    <略>

賃借人としてのリース取引

　　<略>

当連結会計年度末において、解約不能なリース契約に基づき発生する将来の最低支払リース料は以下の通りです。な

お、解約不能な転貸リースに係る将来最小受取リース料23,442百万円は控除されておりません。

 
当連結会計年度末
（百万円）

　

平成21年度 34,217 　

平成22年度 22,970 　

平成23年度 17,741 　

平成24年度 15,144 　

平成25年度 13,090 　

平成26年度以降 74,036 　

            合計 177,198 　
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